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第３編 計画の推進 
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（１） 計画の点検・評価 

青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画は、その進捗状況を常に管理し、精査するこ

とが重要であり、その結果を３年後に予定される事業量見込み、保険料の見直しに反映し、より質の

高い健全な事業の実施を目指しています。 

このため、被保険者の代表、事業者の代表、学識経験者により構成される「青梅市介護保険運営委

員会」において、次の項目について協議・検討を行い、介護保険制度の円滑な運営を図ります。 

また、介護保険法で規定されている、地域包括支援センター運営協議会や地域密着型サービスの運

営に関する委員会の設置についても「青梅市介護保険運営委員会」が担うこととし、事業を推進して

いきます。 

① 介護保険事業計画および高齢者保健福祉計画の円滑な実施に関すること。 

② 介護保険事業計画および高齢者保健福祉計画の策定に関すること。 

③ 地域包括支援センターの設置、運営、評価等に関すること。 

④ 地域密着型サービスの指定、運営、評価等に関すること。 

⑤ その他介護保険の運営等に関し市長が必要と認める事項。 

また、相談窓口の充実により、サービス利用者からの要望・新たな利用意向・改善点などについて

も市の施策に反映していくこととします。 

（２） 関係機関等との連携 

青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画を推進していくために、地域社会の理解と協

力、また各関係団体との連携が不可欠です。 

このため、自治会、高齢者クラブ、民生児童委員合同協議会、社会福祉協議会などとの連携・協力

関係を推進するとともに、青梅市老人福祉施設長会、青梅市ケアマネジャー連絡会、青梅市訪問介護

サービス提供責任者連絡会、青梅市通所介護・通所リハビリ連絡会など、介護サービス事業者をはじ

めとした関係機関との連携や、医療関係機関等との連携を図っていきます。 


